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令和７年度田村市教育委員会８月定例会議事録 

 

１ 日  時  令和７年８月１９日（火） 午後２時３０分 

 

２ 場  所  田村市役所 ４階 第１委員会室 

 

３ 出席委員  教育長       箭内 良一 

        教育長職務代理者  栁沼 かおり 

        委員        渡辺 隆治 

        委員        根内 喜代重 

 

４ 欠席委員  委員        佐藤 由香理 

 

５ 出席職員    教育部長              橋本 弘明 

教育総務課長            三浦 幹 

学校教育課長            佐久間 誠 

生涯学習課長            佐藤 清二 

中央公民館長兼文化センター館長   松崎 博志 

教育総務課課長補佐兼教育総務係長    助川 勇造 

教育総務課教育施設係長        大山 茂男 

学校教育課課長補佐兼教育振興係長  山内 秀享 

学校教育課管理主事兼指導管理係長  宗像 克博 

学校給食センター所長        鹿又 寿美江 

生涯学習課課長補佐兼スポーツ振興係長  浅理 友一 

生涯学習課生涯学習係長       本田 啓介 

中央公民館副館長兼事業係長文化センター副館長  松崎 久幸 

中央公民館施設管理係長       渡辺 哲市 

図書館長              木目沢 雪江 

（書記）教育総務課 副主査     二瓶 幸也 

 

６ 案件 

報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入歳出決算について 

 

議案第４６号 令和７年度田村市一般会計補正予算第４号について 

議案第４７号 令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

議案第４８号 財産の取得について 

  

７ 審議経過 

【午後２時２６分 開会】 
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◇教育長  ただいまから、令和７年田村市教育委員会８月定例会を開会いたします。 

さっそくではありますが、会期及び議事日程は本日の１日間とし、別紙日程によっ

て進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって会期及び議事日程は、本日の１日間とし、別紙

日程によって進めることに決定いたします。次に、会議録署名委員の指名を行いま

す。今回の委員会は、「渡辺隆治委員」と「根内喜代重委員」にお願いいたします。

書記は、教育総務課 二瓶副主査を指名します。 

次に、前回開催の令和７年７月定例会会議録の朗読をお願いします。 

◇書記  ［令和７年７月定例会会議事録朗読］ 

◇教育長  ただいま朗読の会議録について、承認することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、令和７年７月定例会の会議録は、承認するこ

とに決定いたします。 

◇教育長  日程第３、議案上程に移ります。さっそく議案審議に入ります。 

 

◎報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入歳出決算について 

 

◇教育長  報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入歳出決算について、説明を求めま

す。 

◇教育部長 （報告第１４号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （報告第１４号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入歳出決算について、

ご質問、ご意見をお願いします。 

◇栁沼委員 遠距離通学の対象となる生徒について所在学校等の実績を教えていただきたい。 

◇教育総務課長 大越中学校、常葉小学校、船引南小学校において各１名の実績があります。 

◇根内委員 人材育成事業費について、昨年度は申請者がいなかったということだが、申請に際

して制度利用を促進させる取組みについてご教授願いたい。 

◇教育総務課長 昨年度は申し込みには至らなかったが、問い合わせは数件来ていたところである。 

申請条件等については、高校生等への支援という内容になっているが、短大、専門

学生までは枠を広げており、成績確認についても、高校等において入学直後の成績

が未確定な生徒には、中学校での成績を加味できるようにするなど柔軟な対応を行

っております 

◇栁沼委員 教員住宅の利用状況についてお聞きしたい。 

◇教育総務課長 常葉地区において 1件の利用がある。 

 

 

◇教育長  その他、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 
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◇教育長  それでは、ご意見等がないようですので、次に学校教育課の説明をお願い致しま

す。 

◇学校教育課長 （報告第１４号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の学校教育課分の、報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入

歳出決算について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 東大 10人構想事業に使用した費用についてお聞きしたい。 

◇学校教育課長 児童生徒を東大見学に連れていく経費や、田村チャレンジ塾を運営するための費

用が計上されている。 

◇根内委員 小学校・中学校費において隔年で行う理科薬品の廃棄手数料についても適正に執行

されているか。 

◇学校教育課長 各学校、年度末に廃棄すべき薬品等を整理しております。 

◇教育長  その他、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見等がないようですので、次に生涯学習課の説明をお願い致しま

す。 

◇生涯学習課長 （報告第１４号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の生涯学習課分の、報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳入

歳出決算について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 文化財保護費について、文書デジタル化事業があるが、進捗状況を教えていただき

たい。 

◇生涯学習課長 石井家文書(古文書：船引町移地区より借受分)について 11,000点については来年

度でデジタル化が完了する見込みであるが、他の文書についてもデジタル化を進

めていく予定である。 

◇栁沼委員 コーディネーター（放課後子どもプラン運営委員）が減っていると受け取ったが、

子どもの減少が起因しているのか。 

◇生涯学習課長 コーディネーターが減少しているわけではなく、昨年度に比べ出役回数が少なか

ったためであり、児童数の減少による執行額の減ではない。 

◇教育長  その他、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見等がないようですので、報告第１４号 令和６年度田村市一般会

計歳入歳出決算について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員   （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、報告第１４号 令和６年度田村市一般会計歳

入歳出決算については、原案のとおり承認いたします。 

 

◎議案第４６号 令和７年度田村市一般会計補正予算第４号について 

 

◇教育長  次に、議案第４６号 令和７年度田村市一般会計補正予算第４号について、説明を

求めます。 
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◇教育部長 （議案第４６号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （議案第４６号について補足説明） 

◇学校教育課長 （議案第４６号について補足説明） 

◇生涯学習課長 （議案第４６号について補足説明） 

◇中央公民館長 （議案第４６号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第４６号 令和７年度田村市一般会計補正予算第４号につい

て、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 防犯カメラの設置について、各学校へ設置するカメラは何か所を想定しているのか

お聞きしたい。 

◇教育総務課長 各学校において、モニター１つにカメラが４台セットの機器を購入し、昇降口を

はじめとして３か所を選定し、１台は故障時の予備として配置を想定している。 

◇根内委員 公用車の NHK料金未払いの点について、法改正によるものなのか、認識の相違によ

るものなのかお聞きしたい。 

◇教育総務課長 公用車に設置するカーナビの受信料については、支払いの必要な車両について未契

約であることが確認されたものについて支払いを行うものであり、認識不足による

ものです。 

◇教育長  その他、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見等がないようですので、議案第４６号 令和７年度田村市一般会

計補正予算第４号について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員   （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第４６号 令和７年度田村市一般会計補

正予算第４号については、原案のとおり承認いたします。 

 

◎議案第４７号 令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 

◇教育長  次に、議案第４７号 令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について、説

明を求めます。 

◇教育部長 （議案第４７号について議案書朗読） 

◇学校教育課長 （議案第４７号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第４７号の令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定に

ついて、ご質問、ご意見をお願いします。 

 

  ※プライバシー保護の観点から詳細は省略し、質問件数のみ表示とする。 

   認定、否認定に関する質問・意見：２件 

 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、令和７年度要保護及び準要保護児童生徒

の認定ついて、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 



-5- 

 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第４７号 令和７年度要保護及び準要

保護児童生徒の認定ついては、原案のとおり決定いたします。 

 

◇学校教育課長（認定数の確認） 

 【令和 7年 8月認定分】 

区分 
要保護 準要保護 

申請数 認定数 否認定数 申請数 認定数 否認定数 継続審査数 

小学校 0 0 0 1 1 0 0 

中学校 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 1 1 0 0 

 

【令和 7年 8月現在累計】 

区分 

要保護 準要保護 

認定済 
今回 

認定 
計 認定済 

今回 

認定 
計 

継続 

審査 

今回継

続審査 
計 

小学校 6 0 6 96 1 97 0 0 0 

中学校 6 0 6 70 0 70 0 0 0 

計 12 0 12 166 1 167 0 0 0 

 

◎議案第４８号 財産の取得について 

 

◇教育長   次に、議案第４８号 財産の取得について、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第４８号について議案書朗読） 

◇学校教育課長 （議案第４８号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第４８号 財産取得について、ご質問、ご意見をお願いしま

す。 

◇渡辺委員 財産取得にあたり、随意契約になった経緯を教えていただきたい。 

◇学校教育課長 今回の財産取得にあたっては、福島県との共同調達による購入であり、国県補助も

あることから、田村市においても指定された事業者との契約となった。 

◇教育長  その他、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見等がないようですので、議案第４８号 財産の取得について、原

案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員   （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第４８号 財産の取得については、原案

のとおり承認いたします。 

 

 

８ その他 
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◇教育長 次に、日程第４ その他の案件について、はじめに、委員の皆様からございましたら

お願いします。 

◇委員  （なし） 

◇教育長 それでは、事務局からお願いします。 

◇事務局  

  １ 事業報告事項について（教育部長） 

・令和７年田村市議会９月定例会について 

 会期予定等を説明 

  ２ 各事業の報告について（教育総務課長） 

  ３ 令和７年８月、９月の行事予定について（教育総務課長） 

４ 事業実施状況及び予定について（学校教育課長、生涯学習課長、中央公民館長） 

   ・田村チャレンジ塾 

   ・田村探求プロジェクト、T2プロジェクト 

・田村市少年の主張大会 

・生涯学習課事業実施状況／結果と予定 

・文化センター事業実施状況／結果と予定 

・自然とあそぼう ～どきどきカヌー体験！～ 

 

◇教育長  ただいま説明のその他の案件について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇栁沼委員 カヌー体験についてはどれくらい反響があるのか。 

◇生涯学習課長 現在、３件の申し込みがある。 

◇栁沼委員 田村市少年の主張大会について、今年から開催時間が変わったと思うが、変えた

影響についてどのように考えているか。 

◇生涯学習課長 今年度の開催時間については、夕方の開催ということで集客数は微増となったと

ころであったが、反省点として発表者の拘束時間が延び、緊張状態が長く続くこと

になってしまった点が挙げられる。       

◇渡辺委員 マチソワシネマの目標等は決まっているのかお聞きしたい。 

◇中央公民館長 費用対効果を計り、黒字化をするという目標が一般的であるが、社会的に意義のあ

る作品や、芸術文化に触れていただく機会として提供している点もある。 

      数値的な目標を挙げるとすれば、２００席程度は埋まってもらうような事業を展開

して行っていきたい。 

◇教育長 その他、ございませんか。 

◇委員  （なし） 

◇教育長 以上をもちまして、令和７年田村市教育委員会８月定例会を閉会いたします。 

 

 

 

【午後４時３０分 閉会】 
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前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和７年８月１９日 

 

教育長   

 

 

委 員   

 

 

              委 員 


